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マレーシア: 新しい企業責任の国外適用 

新しい企業責任 

2009年マレーシア腐敗防止委員会法のセクション17A（「セクション 17A」）に基づく
新しい企業責任規定が、2020年 6月1日に施行された。 以前のクライアントアラー
ト(Link)で報告した通り、企業は、この新しい規定に基づいて、取締役、従業員、また
はその他の関連者が犯した贈収賄行為について、責任を負う。 

唯一の防御策は、企業がこれらの腐敗行為を防止するために適正手続を導入したこ
とを立証することである。 

この新しい企業責任規定は、マレーシア企業だけでなく、マレーシアにおいて事業を
展開する外国企業にも適用される。 

 

外国企業への影響 

新しいセクション 17A は、マレーシアで事業を行う全ての外国企業、およびパートナ
ーシップに適用される。 本法はマレーシアにおいて何をもって「事業を行う」とするか
については何も述べていないが、エージェントまたはディストリビューターや再販業

者、あるいは/または、子会社などを通じてマレーシアで事業を行っている場合、外国
企業はセクション 17Aの範囲内に入る可能性が大きい。  

外国企業がセクション 17Aに基づいて、責任を問われる可能性がある 2 つのシナリ
オの例を以下に示す。 

(i) 外国企業の従業員またはエージェントがマレーシアで賄賂を支払う 

外国企業は、その従業員、エージェント、または関連者がマレーシアで賄賂
を贈ったり、企業の事業または事業上の利益を獲得または保持しようと賄賂

を与えようとした場合、セクション 17A条に基づく違反に対して責任を負う場
合がある。 

(ii) 外国企業の子会社がマレーシアで賄賂を支払う 

外国企業は、その子会社がマレーシアで賄賂を贈るか、ビジネスまたはビジ
ネス上の優位性を獲得または維持するために賄賂を贈ろうとした場合にも

責任を負うことがある。これは R v Sweett Group plc（ "Sweett"）（2015）の
判例において、英国贈収賄法 2020に基づく最初のケースで示されている 。
本ケースにおいては、Sweet の子会社が中東でプロジェクト確保のために
賄賂を払った。親会社の関与や知識なくして、子会社が賄賂を払い、契約は

子会社に授与されたにも拘らず、裁判官は、子会社は自立運営されておら
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ず、Sweet の中東の一部署として運営されていたという事実を考慮し、子会

社の贈賄は親会社のためとみなされた。 

ここでは、単純な企業の所有権や投資構造、または子会社から親会社への
配当金やローンの支払いのみで、責任を負うわけでないことに注意したい。

セクション 17A に基づいて、外国の持株会社に責任が拡大されるかどうか
は、マレーシアの子会社の支配の程度が要素となる。 

 

考慮すべき対策 

  

セクション 17Aに基づく責任から生じる罰金は、賄賂の価値の少なくとも 10倍の

罰金、または 100万マレーシアリンギット（いずれか高い方）、および/または 20年

未満の禁固刑である。 

これらを鑑み、マレーシアで事業を行う外国企業は、リスクを評価した上で、セクシ

ョン 17A に基づく責任について、企業が利用できる唯一の防御策である適正手続

の導入を検討する必要がある。 セクション17Aで必要となる適正手続については、  

こちらのクライアントアラートを参照されたい。 
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